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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月29日(2018.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアント装置（５１６）に接続されたビデオストリーム処理装置（５０２）を備え
たシステム内で、ビデオストリーム（１０２、１０２’、２０２）を処理するための方法
であって、
　前記ビデオストリームに適用されるべき１以上のシェーダ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、１０５
）を設定する（Ｓ１０２）こと、
　第１の処理によって、前記ビデオストリーム処理装置で、前記１以上のシェーダのうち
の少なくとも１つ（１０７）を、前記ビデオストリーム（１０２、２０２）の少なくとも
１つのサブセットに適用する（Ｓ１０４）こと、
　第２の処理によって、前記クライアント装置で、前記１以上のシェーダのうちの少なく
とも１つ（１０８）を、前記ビデオストリームの少なくとも１つのサブセットに適用する
（Ｓ１１２）ことを含み、
　前記第２の処理で適用される前記１以上のシェーダのうちの少なくとも１つは、前記ビ
デオストリーム処理装置から前記クライアント装置に送信され（Ｓ１０６、Ｓ２０８、Ｓ
２１４）、かつ
　前記ビデオストリームは、符号化されたビデオストリームとして、前記ビデオストリー
ム処理装置から前記クライアント装置に送信され、そこで前記ビデオストリームは前記第
２の処理の前に復号される、方法。
【請求項２】
　前記第１の処理は前記第２の処理とは異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の処理で適用される前記少なくとも１つのシェーダは、前記第２の処理で適用
される前記少なくとも１つのシェーダとは異なる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の処理が関連する前記ビデオストリームの前記少なくとも１つのサブセットは
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、前記第２の処理が関連する前記ビデオストリームの前記少なくとも１つのサブセットと
は異なる、請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の処理及び／又は前記第２の処理は、
　前記クライアント装置のグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）（５１８）のタイプ、及
び
　前記ビデオストリーム処理装置のグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）（５０８）のタ
イプから成るグループの少なくとも１つに依存する、請求項１から４のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項６】
　前記第１の処理及び／又は前記第２の処理は、前記ビデオストリームの継続時間全体に
わたって変更される、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の処理及び／又は前記第２の処理は、
　前記ビデオストリーム処理装置と前記クライアント装置との間の接続の回線容量、
　前記クライアント装置のバッテリレベル、
　前記ビデオストリーム処理装置のバッテリレベル、
　前記クライアント装置の前記ＧＰＵの処理能力、及び
　前記ビデオストリーム処理装置の前記ＧＰＵの処理能力から成るグループの少なくとも
１つに関する情報に基づいて、前記ビデオストリームの継続時間全体にわたって動的に変
更される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビデオストリームの送信は、第１の優先度レベルを有し、前記ビデオストリーム処
理装置から前記クライアント装置への、前記第２の処理で適用される前記１以上のシェー
ダのうちの少なくとも１つの送信は、前記第１の優先度レベルよりも低い第２の優先度レ
ベルを有し、送信の順序はそれらのそれぞれの優先度レベルに基づく、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記ビデオストリームの送信は、第１のネットワーク接続を介して実行され、前記ビデ
オストリーム処理装置から前記クライアント装置への、前記第２の処理で適用される前記
１以上のシェーダのうちの少なくとも１つの送信は、前記第１のネットワーク接続とは異
なる第２のネットワーク接続を介して実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ビデオストリーム処理装置において、前記ビデオストリーム処理装置から前記クラ
イアント装置へ送信されるべきビデオストリームのリクエストを前記クライアント装置か
ら受信する（Ｓ２０２）ステップと、
　前記ビデオストリーム処理装置において、少なくとも前記クライアント装置のＧＰＵの
タイプの情報を含む前記クライアント装置に関する情報を前記リクエストから抽出するス
テップとを更に含み、前記第１の処理及び／又は前記第２の処理は抽出された情報に依存
する、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ビデオストリーム（１０２、２０２、２０２’）を処理するためのシステム（５００）
であって、
　ビデオストリーム処理装置（５０２）と、
　クライアント装置（５１６）とを備え、
　前記ビデオストリーム処理装置は、
　　前記ビデオストリームに適用されるべき１以上のシェーダ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、１０
５）を記憶するためのメモリ（５０４）、
　　前記１以上のシェーダのうちの少なくとも１つ（１０７）が適用されるべき前記ビデ
オストリームの少なくとも１つのサブセットに関連する第１の処理、及び前記１以上のシ
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ェーダのうちの少なくとも１つ（１０８）が適用されるべき前記ビデオストリームの少な
くとも１つのサブセットに関連する第２の処理を決定するためのシェーダハンドリングユ
ニット（５０６）、
　　前記第１の処理を実行する（Ｓ１０４）ためのグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）
（５０８）、
　　前記ビデオストリームを符号化されたビデオストリームに符号化するように設定され
たエンコーダ、及び
前記第２の処理で適用されるべき（Ｓ１１２）前記１以上のシェーダのうちの少なくとも
１つと、前記第２の処理が関連する前記ビデオストリームの前記少なくとも１つのサブセ
ットに関するデータと、前記符号化されたビデオストリームとをデジタルネットワークを
介して送信する（Ｓ１０６、Ｓ２０８、Ｓ２１４）ように設定されたデジタルネットワー
クモジュール（５１０）を備え、
　前記クライアント装置（５１６）は、
　　デジタルネットワークを介して、前記第２の処理で適用されるべき前記１以上のシェ
ーダのうちの少なくとも１つと、前記第２の処理が関連する前記ビデオストリームの前記
少なくとも１つのサブセットに関するデータと、符号化されたビデオストリームとを受信
するように設定されたデジタルネットワークモジュール（５２２）、
　　前記符号化されたビデオストリームをビデオストリームへ復号する（Ｓ１１０）よう
に設定されたデコーダ（５２０）、並びに
　　前記１以上のシェーダのうちの受信した少なくとも１つ、及び前記第２の処理が関連
する前記ビデオストリームの前記少なくとも１つのサブセットに関する受信したデータを
使用して、前記第２の処理を実行する（Ｓ１１２）ためのＧＰＵ（５１８）を備え、
　前記ビデオストリームは、符号化されたビデオストリームとして、前記ビデオストリー
ム処理装置から前記クライアント装置に送信され、そこで前記ビデオストリームは前記第
２の処理の前に復号される、システム。
【請求項１２】
　ビデオストリーム処理装置がデジタルビデオカメラであり、前記ビデオストリームは前
記デジタルビデオカメラによって取得される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　処理能力を有する装置によって実行されたときに、請求項１から１０のいずれか一項に
記載の方法を実行するように設定された指示命令を有するコンピュータ可読記憶媒体。
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